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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次

第115期

第３四半期

連結累計期間

第116期

第３四半期

連結累計期間

第115期

第３四半期

連結会計期間

第116期

第３四半期

連結会計期間

第115期

会計期間

自 平成20年
４月１日

至 平成20年
12月31日

自 平成21年
４月１日

至 平成21年
12月31日

自 平成20年
10月１日

至 平成20年
12月31日

自 平成21年
10月１日

至 平成21年
12月31日

自 平成20年
４月１日

至 平成21年
３月31日

売上高 （百万円） 2,297,5812,024,044735,154735,3602,847,227

経常利益又は経常損失
(△)

（百万円） 21,688 5,599 △15,860 17,574△82,431

四半期純利益又は四半期
(当期)純損失(△)

（百万円） △37,814 △8,591 △65,825 9,130△125,815

純資産額 （百万円） － － 1,139,3321,049,6451,048,447

総資産額 （百万円） － － 2,897,3842,839,8712,688,721

１株当たり純資産額 （円） － － 1,026.28935.19 944.24

１株当たり四半期純利益
又は四半期(当期)純損失
(△)

（円） △34.36 △7.81 △59.81 8.30 △114.33

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

（円） － － － 7.75 －

自己資本比率 （％） － － 39.0 36.2 38.6

営業活動による
キャッシュ・フロー

（百万円） 61,728 201,532 － － 25,435

投資活動による
キャッシュ・フロー

（百万円） △219,932△205,354 － － △222,229

財務活動による
キャッシュ・フロー

（百万円） 120,864 10,383 － － 186,229

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

（百万円） － － 293,755320,091317,358

従業員数 （人） － － 55,864 54,384 54,144

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してい

ない。

２　売上高には、消費税等は含まれていない。

３　第115期第３四半期連結累計期間、第116期第３四半期連結累計期間、第115期第３四半期連結会計期間及び第

115期の「潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益」欄については、潜在株式が存在するものの、１
株当たり四半期(当期)純損失であるため記載していない。
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２ 【事業の内容】

　当第３四半期連結会計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更はな

い。また、主要な関係会社に異動はない。

　

　

３ 【関係会社の状況】

当第３四半期連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の重要な関係会社となった。

名称 住所

資本金

又は

出資金

事業の内容
議決権の

所有割合
営業上の取引 設備の賃貸借 貸付金

役員の

兼任等

（連結子会社） 　 　 　 (％)　 　 　 　

シャープ・コーポレー

ション・メキシコ・エス

・エー・デ・シー・ブイ

メキシコ

メキシコシティ

千メキシコ
ペソ

50

家電及び事務

機製品の販売

100.0

(100.0)

メキシコにおけ

る当社製品の販

売

― ― 有

（持分法適用関連会社） 　 　 　 　 　 　 　 　

パイオニアデジタルデザ

インアンドマニュファク

チャリング㈱

川崎市幸区
百万円

3,000

家電製品及び

家電製品の製

造用部品の製

造販売

34.0当社製品の製造 ― ― 有

(注)　議決権の所有割合の(　)内は間接所有割合で内数である。

　

　また、当第３四半期連結会計期間において、連結子会社であったシャープ・マイクロエレクトロニクス・テ

クノロジー(マレーシア)は、清算結了に伴い連結の範囲から除外している。

　

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成21年12月31日現在

従業員数(人) 54,384　

(注)　従業員数は就業人員数である。

　

(2) 提出会社の状況

平成21年12月31日現在

従業員数(人) 22,490　

(注)　従業員数は就業人員数である。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当第３四半期連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

ある。

　

事業の種類別セグメントの名称 　金額(百万円) 前年同四半期比(％)

　エレクトロニクス機器 509,766 +2.6

　電子部品等 229,497 △6.2

合計 739,263 △0.3

(注) １　金額は、販売価格によっており、セグメント間の取引については相殺消去している。

２　上記の金額には、外注製品仕入高等を含んでいる。

３　上記の金額には、消費税等は含まれていない。

　

(2) 受注状況

当社グループは原則として見込生産を行っている。

　

(3) 販売実績

当第３四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

ある。

　

事業の種類別セグメントの名称 　金額(百万円) 前年同四半期比(％)

　エレクトロニクス機器 510,066 +1.7

　電子部品等 225,294 △3.6

合計 735,360 0.0

(注) １　セグメント間の取引については相殺消去している。

２　上記の金額には、消費税等は含まれていない。

　

２ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはない。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はない。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はない。
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４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績の状況

当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、経済対策の効果等により、個人消費や生産など、一

部に持ち直しの動きが見られたものの、企業収益や設備投資は依然として低水準にあり、失業率も高止ま

りするなど、総じて厳しい状況で推移した。また海外では、中国は積極的な景気刺激策の効果により内需

中心に景気が回復しているが、欧米諸国は引き続き個人消費の停滞や失業率の増加などにより、回復感に

乏しい状況が続いた。

こうした中、当社グループでは、全社に亘る総経費削減活動など、緊急業績改善対策を着実に推進する

と共に、環境にやさしい工場と省エネ・創エネのエレクトロニクス技術で低炭素社会を実現する「エコ

・ポジティブ カンパニー」をめざし、ＬＥＤや太陽電池等の事業拡大に努めた。

エレクトロニクス機器では、政府のエコポイント制度が実施される中、高画質・低消費電力の液晶カ

ラーテレビ「ＬＥＤ ＡＱＵＯＳ」を市場投入した。携帯電話では、ソーラーパネルや高画質ＣＣＤカメ

ラを搭載した特長商品の販売拡大に努めた。また、健康・環境機器については、プラズマクラスター技術

搭載の新商品やＬＥＤ電球のラインアップの充実を図った。

一方、電子部品等では、テレビ用大型液晶パネルの旺盛な需要に対応するため、亀山第２工場の生産能

力を８月から増強すると共に、「グリーンフロント 堺」の液晶パネル工場の生産を10月から開始した。

この堺工場では、世界初の第10世代マザーガラスと当社独自の光配向技術「ＵＶ
2
Ａ技術」の導入によ

り、大型液晶パネルの一層のコスト力向上と、高画質化、低消費電力化を実現した。

こうした結果、当第３四半期連結会計期間では、総経費削減の取り組みや積極的な事業活動の展開によ

り、売上高は、7,353億円(前年同四半期比　100.0％)でしたが、利益については、前年同四半期の赤字から、

営業利益は210億円(前年同四半期は158億円の営業損失)、経常利益は175億円(前年同四半期は158億円の

経常損失)、四半期純利益は91億円(前年同四半期は658億円の四半期純損失)と、それぞれ黒字転換を図る

ことができた。

　

事業の種類別セグメントの業績は、概ね次のとおりである。

①エレクトロニクス機器

海外向け液晶カラーテレビの販売が減少したものの、国内向け携帯電話並びにプラズマクラスター

技術搭載の空気清浄機を始めとする生活家電商品やプラズマクラスターイオン発生機の販売が伸長し

た。利益面では、携帯電話や生活家電商品並びに液晶カラーテレビの収益性が改善した。

この結果、売上高は514,188百万円(前年同四半期比 102.1％)、営業利益は14,002百万円(前年同四半

期は18,592百万円の営業損失)となった。

②電子部品等

太陽電池は、国内における住宅用補助金制度や余剰電力買取り単価の引き上げなどにより、販売が伸

長し、また、「グリーンフロント 堺」の液晶パネル工場が生産を開始したこともあり、テレビ用大型液

晶パネルの販売が増加した。一方、中小型液晶市場の低迷もあり、モバイル機器用液晶パネルの売上が

大幅に減少した。 

この結果、売上高は344,947百万円(前年同四半期比 97.7％)、営業利益は4,493百万円(前年同四半期

比 298.3％)となった。
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所在地別セグメントの業績は、概ね次のとおりである。

①日本

液晶カラーテレビやプラズマクラスター技術搭載の空気清浄機を始めとする生活家電商品及び携帯

電話の販売が伸長した。一方、モバイル機器用液晶パネルの売上が大幅に減少した。利益面では、携帯電

話や生活家電商品を中心に収益性が改善した。

この結果、売上高は622,387百万円(前年同四半期比 99.1％)、営業利益は12,326百万円(前年同四半

期は11,233百万円の営業損失)となった。

②米州

液晶カラーテレビ並びにモバイル機器用液晶パネルの売上が減少した。利益面では、液晶カラーテレ

ビの営業損失が縮小した。

この結果、売上高は78,472百万円(前年同四半期比 76.7％)、営業損失は584百万円(前年同四半期は

10,855百万円の営業損失)となった。

③欧州

液晶カラーテレビの売上が減少したものの、テレビ用大型液晶パネル並びに太陽電池やＣＣＤ・Ｃ

ＭＯＳイメージャの販売が伸長した。

この結果、売上高は107,752百万円(前年同四半期比 100.7％)、営業利益は1,398百万円(前年同四半

期比 97.5％)となった。

④中国

携帯電話の販売が伸長したものの、モバイル機器用液晶パネルの売上が大幅に減少した。

この結果、売上高は132,732百万円(前年同四半期比 72.9％)、営業利益は2,670百万円(前年同四半期

比 106.5％)となった。

⑤その他

液晶カラーテレビの売上が減少したものの、ブルーレイディスクレコーダー並びに冷蔵庫やエアコ

ンの販売が伸長した。

この結果、売上高は82,688百万円(前年同四半期比 101.3％)、営業利益は1,633百万円(前年同四半期

比 686.1％)となった。

　

当第３四半期連結会計期間末の財政状態について、資産合計は、液晶関連の設備投資などの影響によ

り、前連結会計年度末に比べ151,150百万円増加し、2,839,871百万円となった。負債合計は、支払手形及び

買掛金の増加等により、前連結会計年度末に比べ149,952百万円増加し、1,790,226百万円となった。純資

産合計は、利益剰余金の減少があったものの、評価・換算差額等の増加などにより、前連結会計年度末に

比べ1,198百万円増加し、1,049,645百万円となった。
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(2) キャッシュ・フローの状況

当第３四半期連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、設備投資などに伴

う投資活動による支出が営業活動及び財務活動による収入を上回ったことにより、第２四半期連結会計

期間末に比べ193百万円(△0.1％)減少し、当第３四半期連結会計期間末には320,091百万円となった。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第３四半期連結会計期間において営業活動による資金の収入は、40,623百万円であり、前第３四半期

連結会計期間に比べ58,503百万円増加した。これは、前第３四半期連結会計期間の税金等調整前四半期純

損失93,605百万円が当第３四半期連結会計期間は税金等調整前四半期純利益14,145百万円に転じた一方

で、売上債権の増加額が47,047百万円増えたことなどによるものである。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第３四半期連結会計期間において投資活動による資金の支出は、88,361百万円であり、前第３四半期

連結会計期間に比べ3,087百万円(3.6％)増加した。これは、主に、定期預金の預入による支出が増加した

ことと定期預金の払戻による収入が減少したことによるものである。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第３四半期連結会計期間において財務活動による資金の収入は、46,160百万円であり、前第３四半期

連結会計期間に比べ31,069百万円(△40.2％)減少した。これは、前第３四半期連結会計期間に比べて、コ

マーシャル・ペーパーの増加額が61,231百万円減少した一方で、短期借入金の純増減額が前第３四半期

連結会計期間の55百万円の減少から当第３四半期連結会計期間の30,408百万円の増加に転じたことなど

によるものである。
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(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結会計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更はない。

　

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内

容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりである。

　

Ⅰ．当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

　
会社の財務及び事業の方針の決定を支配することを目的として、対象会社の取締役会の賛同を得な

いで行われる株式の買付行為の中には、その目的等からみて企業価値・株主共同の利益に明白な侵害

をもたらすもの、顧客、取引先、従業員等のステークホルダーの利益を損なうことにより、結果的に企業

価値を損なうもの、株主に株式の売却を強要するおそれのあるもの、買付行為の内容や買付者について

十分な情報を提供しないもの、対象会社の取締役会が買付行為の内容を検討した上で代替案を提供す

るための時間的余裕を提供しないものなど、不適切なものもあり得る。 

特に当社グループのように製造業を営む企業にとっては、先端技術や製造技術を自社内で開発し、活

用することが企業価値・株主共同の利益の確保・向上に必要不可欠となるが、研究開発の成果を事業

化するまでには、数年から数十年という長い期間を必要とする場合もあり、また、この間に顧客、取引

先、従業員等のステークホルダーとの良好な協力関係を構築することも欠かすことができない。従っ

て、中長期的な視点に基づいた経営への取り組みこそが当社グループの企業価値を最大化する上で必

須となる。

当社取締役会は、当社グループの買収を企図した当社取締役会の賛同を得ない当社株式の買付行為

であっても、これに応じるか否かは、最終的には当社株主において判断されるべきものであると考えて

いるが、上記のような不適切な買付行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者と

しては適切ではなく、当社グループの企業価値・株主共同の利益を毀損するおそれがあると考えてお

り、このような不適切な買付行為が行われる場合には、それに対して相当の対抗措置を発動することも

必要であると考えている。
　

Ⅱ．当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取り組み

　

当社は、基本方針の実現に資する特別な取り組みとして、Ⅲ．に記載するもののほか、以下の取り組

みを行っている。

１．中長期的な経営戦略に基づく取り組み

当社グループは、「誠意と創意」の経営信条の下、常に時代を先取りする独自商品の開発を通じ

て、企業価値の向上に努めると共に、社会への貢献を果たしてきた。 

　今後も当社グループは、先進のエレクトロニクス技術を駆使した独自デバイスと特長商品を創出す

ることが、「価値あるオンリーワン企業」として、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益

を確保し、向上させることにつながると考えている。 

　こうした考えのもと、当社グループは、創業100周年に当たる2012年に向けたビジョンとして、「世

界Ｎｏ.１の液晶ディスプレイで真のユビキタス社会を実現する」と、「省エネ・創エネ機器を核と

した環境・健康事業で世界に貢献する」の２つを定め、これらの実現に向けた積極的な事業活動を

展開し、企業価値増大に努めている。 

　一方、現下の世界同時不況下のような厳しい経営環境でも収益が確保できる体制をめざし、経営体

質の最適化を行う「緊急業績改善対策」及び投資効率の最大化とキャッシュ・フロー改善をめざす

「新たなビジネスモデルの導入」を推進している。 

　「緊急業績改善対策」では、工場再編による生産の効率化と堺の液晶パネル新工場の稼動開始によ

る液晶事業の収益改善、太陽電池など重点事業分野等への人員シフト、中国など新興国市場での事業

拡大のためのマーケティングや販売体制の強化のほか、総経費削減の徹底により経営体質の最適化

をめざす。 
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「新たなビジネスモデルの導入」については、抜本的な収益構造の転換を図るため、事業における

前半工程の現地化に向けた取り組みや、世界の有力現地企業とのアライアンスにより、消費地でのバ

リューチェーンの確立を推進し、設備投資資金の回収リスクや為替リスクを極小化するビジネスモ

デルの構築を図っていく。当社グループあげて、これら経営施策の展開を加速させ、さらなる企業価

値増大に努めていく。 
　

２．利益還元についての取り組み

当社は、株主への利益還元を経営上の最重要課題の一つと考え、安定配当の維持を基本としなが

ら、連結業績と財務状況並びに今後の事業展開等を総合的に勘案し、配当などの株主還元を実施して

おり、今後とも連結での配当性向30％を目処に積極的な利益還元に努めていく。

　

Ⅲ．基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止

するための取り組み

　

当社は、Ⅰ．の基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配さ

れることを防止するための取り組みを、次のとおりとする。

　

当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として、次に掲

げる買付行為に関するルール(以下、「大量買付ルール」という。)を設定し、これらの買付行為を行

おうとする者に対して大量買付ルールの遵守を求め、これを遵守しない場合など、一定の場合におい

て、相当と認められる対応を行うこと。 

・当社取締役会の事前の賛同を得ない特定株主グループ(注)の議決権割合を20％以上とすることを

目的とする当社株式の買付行為 

・結果として特定株主グループの議決権割合が20％以上となる当社株式の買付行為 

(以下では、これらの買付行為を「大量買付行為」といい、そのような買付行為を行う者を「大量買付

者」という。また、１．から４．に記載する当社株式の大量買付行為に関する対応プランを「本プラ

ン」という。) 

　
(注) 特定株主グループとは、当社の株券等(金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいう。)の保有

者(金融商品取引法第27条の23第1項に規定する保有者をいい、同条第3項に基づき保有者に含まれる者を

含む。)及びその共同保有者(金融商品取引法第27条の23第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6項に

基づき共同保有者とみなされる者を含む。)、又は当社の株券等(金融商品取引法第27条の2第1項に規定す

る株券等をいう。)の買付け等(金融商品取引法第27条の2第1項に規定する買付け等をいい、取引所金融商

品市場において行われるものを含む。)を行う者及びその特別関係者(金融商品取引法第27条の2第7項に規

定する特別関係者をいう。)を意味する。

　

１．本プランの必要性

当社取締役会は、当社株式の大量買付行為が行われる場合、これに応じるか否かについては、最終

的には当社株主において判断されるべきものであると考えているが、株主が適切な判断を行うため

には、大量買付者及び当社取締役会の双方から以下のような事項について必要かつ十分な情報が提

供される必要があると考えている。 

・大量買付行為が当社グループに与える影響や大量買付者が考える当社グループの経営方針、事

業計画の内容 

・顧客、取引先、従業員等の当社グループのステークホルダーへの影響 

・当社取締役会の当該大量買付行為に対する意見や代替案など 

このため、当社取締役会は、大量買付行為が行われる際の一定の合理的なルールを設定しておくこ

とが不可欠であると考える。 
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２．大量買付ルールの内容

当社取締役会が設定する大量買付ルールとは、(1)事前に大量買付者から当社取締役会に対して必

要かつ十分な情報が提供され、(2)当社取締役会による一定の評価期間が経過した後に大量買付行為

を開始する、というものである。具体的には以下のとおりである。

　

(1) 大量買付情報の提供

①大量買付者が大量買付行為を行おうとする場合は、まず当社宛に、大量買付ルールを遵守する旨

並びに大量買付者の名称、住所、設立準拠法、代表者の氏名、国内連絡先及び大量買付行為の概要

を明記した書面(以下、「大量買付ルール遵守表明書」という。)を提出していただく。

②当社は、大量買付ルール遵守表明書の受領後５営業日以内に、株主の判断及び当社取締役会の意

見形成のために、大量買付者に対して具体的な大量買付行為の内容に関する情報や大量買付者

に関する必要かつ十分な情報(以下、「大量買付情報」という。)のリストを当該大量買付者に交

付し、速やかに当該リスト記載の情報を当社に提供していただくこととする。 

大量買付情報の内容を以下に例示しているが、これらに限定されるものではない。 

（a）大量買付者及びそのグループの概要(具体的名称、資本構成、事業内容、財務内容、過去の買

収及び大量買付行為の履歴、当社の事業と同種の事業についての経験等を含む。) 

（b）買付目的、方法及び内容(買付対価の種類・算定根拠、買付資金の裏付け、買付時期、取引の

仕組み等を含む。)

（c）大量買付者に対する資金提供者の概要(具体的名称、資本構成等を含む。)

（d）大量買付完了後に意図する当社グループの経営方針及び事業ごとの詳細な中長期計画、資

本政策、財務政策、配当政策

（e）当社グループの企業価値・株主共同の利益を持続的に向上させるための特許、ブランド等

の活用施策及びその根拠

（f）大量買付完了後に予定する当社グループのステークホルダー(顧客、取引先、従業員、地域社

会等)の処遇の変更の有無及びその内容

③当社取締役会は、大量買付者から提供された情報を精査し、当初提供された情報だけでは不十分

であると考えられる場合には、必要かつ十分な情報が揃うまで追加の情報提供を求める。

④当社取締役会は、大量買付ルール遵守表明書を受領した場合及び大量買付者による大量買付情

報の提供が完了したと判断した場合、適時適切な方法によりその旨を開示する。また、大量買付

行為の提案があった事実及び当社取締役会に提供された大量買付情報について、当社株主の判

断のために必要であると認める事項を、一般的に適切と判断する時点で、その全部又は一部を開

示する。
　

(2) 取締役会評価期間の確保

当社取締役会は、大量買付情報の受領完了後、対価を円貨のみとする場合は60日間、対価を円貨

以外とする場合は90日間を取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間

(以下、「取締役会評価期間」という。)として与えられるものとし、大量買付行為は、取締役会評価

期間の満了後にのみ開始されるものとする。 

　当社取締役会は、取締役会評価期間中に、弁護士、ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士

等の外部専門家の助言を受けつつ、提供された大量買付行為の内容に関する情報を十分に評価・

検討し、３．に定める特別委員会の勧告を最大限尊重して、取締役会としての意見を慎重に取りま

とめる。また、適時の情報開示に留意しながら、必要と判断される場合には、大量買付行為の内容を

改善するよう大量買付者と交渉する。 
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３．特別委員会の設置

当社取締役会による大量買付行為の検討・対抗措置の発動にあたっては、社外取締役、社外監査役

及び外部の有識者の中から選任される３名以上の委員により構成される特別委員会が、大量買付行

為の是非及び対抗措置の発動の可否を慎重に審査し、当社取締役会に勧告する。 

　当社取締役会は、この勧告を最大限尊重し、４．に定める対抗措置の取り扱いを最終決定する。 

　なお、特別委員会規則の概要及び特別委員会委員は ※１ 特別委員会の概要のとおりである。 
　

４．対抗措置の取り扱い

(1) 大量買付者が大量買付ルールを遵守し、大量買付行為が当社グループの企業価値・株主共同の

利益を損なうものではないと判断された場合

当社取締役会は、対抗措置を発動しないものとする。
　

(2) 大量買付者が大量買付ルールを遵守しない場合

当社取締役会は、大量買付者が大量買付ルールを遵守せずに買付行為を開始した場合又は大

量買付ルールを逸脱した場合は、当社グループの企業価値・株主共同の利益を確保するため、株

式分割、新株予約権の無償割当て等、その時点の法令及び当社定款が取締役会の権限として認め

る対抗措置を発動することがある。具体的な対抗措置及びその条件については、その時点で相当

と認められるものを選択する。

　具体的対抗措置として無償割当てにより新株予約権を発行する場合の概要は ※２ 新株予約

権の概要に記載のとおりとする。

　なお、新株予約権を発行する場合には、議決権割合が一定割合以上の特定株主グループに属さ

ないことを新株予約権の行使条件とするなど、対抗措置としての効果を勘案した行使期間、行使

条件及び取得条項を設けることがある。このほか、発行時の状況により、※２ 新株予約権の概要

に定める条件と異なる条件を定める場合がある。
　
(3) 大量買付者が大量買付ルールを遵守するも、大量買付行為が当社グループの企業価値・株主共

同の利益を損なうと判断された場合

大量買付者が大量買付ルールを遵守している場合でも、以下のような場合には、当社取締役会

は、大量買付行為が当社グループの企業価値・株主共同の利益を著しく損なうものと判断する。

①当社グループの経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げて高値で株

式を当社又は当社関係者に引き取らせる目的であると判断される場合。

②当社グループの経営を一時的に支配して当社グループの事業経営上必要不可欠な知的財産

権、ノウハウ、企業秘密、主要取引先や顧客等を大量買付者やそのグループ会社に譲渡させる

等、いわゆる焦土化目的があると判断される場合。

③当社グループの経営を支配した後に、当社グループの資産を大量買付者やそのグループ会社

等の債務の担保や弁済原資として流用する目的があると判断される場合。

④当社グループの経営を一時的に支配して当社グループの資産を売却等処分させ、その処分利

益をもって一時的な高配当をさせるか、あるいは一時的な高配当による株価上昇の機会を

狙って当社株式の高値売り抜けを目的としていると判断される場合。

⑤その他上記に準じる場合で、当社グループの企業価値・株主共同の利益を著しく損なうもの

と判断される場合。
　

当社取締役会は、上記と判断される大量買付行為が開始された場合には、(2)と同様の対抗措置

を発動することがある。
　

(4) 対抗措置発動の中止について

対抗措置の発動を決定した後、大量買付者から必要かつ十分な情報の提供があり、当社グルー

プの企業価値・株主共同の利益の確保・向上に資すると特別委員会が勧告し、当社取締役会が

判断した場合は、対抗措置を取り止める。
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Ⅳ．本プランが株主及び投資家に与える影響等

　

１．本プランの導入時において株主及び投資家に与える影響

本プランの導入時においては、株式分割及び新株予約権の無償割当て自体は行われないので、株主

及び投資家の権利・利益に直接、具体的な影響が生じることはない。
　

２．対抗措置発動時に株主及び投資家に与える影響等

大量買付者に対して対抗措置を発動する場合は、状況に応じて株主及び投資家に適時適切な情報

開示を行うとともに、大量買付者以外の株主及び投資家に不利益を与えないよう十分に配慮する。

　但し、Ⅲ．４．（4）に記載のとおり、対抗措置の発動決定後においても、状況により発動を取り止

めることがある。具体的対抗措置として無償割当てにより新株予約権を発行することとした場合に

おいて、この発動を取り止めた場合又は割当ての後にすべての新株予約権を当社が取得した場合は、

一株当たりの株式の価値の希釈化が生じないので、希釈化が生じることを前提として売買を行った

株主及び投資家は、株価の変動により不測の損害を被る可能性がある。
　

３．対抗措置発動に伴って株主に必要となる手続

当社が株式分割や新株予約権の無償割当てを行う場合、その手続等について適時適切な方法によ

りお知らせする。
　
Ⅴ．本プランが基本方針に沿うものであること、当社グループの企業価値・株主共同の利益を損なうも

のではないこと及び当社役員の地位の維持を目的とするものではないこと及びその理由 
　

当社取締役会は、本プランは、Ⅰ．に記載の基本方針に沿うものであり、以下の理由から、当社グルー

プの企業価値・株主共同の利益を損なうものではなく、また、当社役員の地位の維持を目的とするもの

ではないと判断している。

１．本プランが基本方針に沿うものであること 

本プランは、大量買付者が大量買付行為に関する必要かつ十分な情報を当社取締役会に事前に提

供すること、及び当社取締役会の評価期間が経過した後にのみ当該大量買付行為を開始することを

求め、これを遵守しない大量買付者に対して当社取締役会が対抗措置を講じることがあることを明

記している。 

また、大量買付ルールが遵守されている場合であっても、当社グループの企業価値・株主共同の利

益を著しく損なうような不適切な大量買付行為が行われる場合には、それに対して相当の対抗措置

を発動することがあることを明記している。 

　このように本プランは、基本方針の考えに沿って設計されたものであるといえる。 
　
２．本プランが当社グループの企業価値・株主共同の利益を損なうものではないこと 

本プランは、基本方針の考え方並びに平成17年5月27日に経済産業省及び法務省から公表された

「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」による３原則(企

業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原

則)及び東京証券取引所の適時開示規則に定められた買収防衛策導入時の尊重義務(開示の十分性、

透明性、流通市場への影響、株主の権利の尊重)に沿って設計され、当社株主が大量買付行為に応じる

か否かを判断するために必要な情報や当社取締役会の代替案の提示を受ける機会の提供をルール化

している。これにより、当社株主及び投資家は適切な投資判断を行うことができるので、本プランが

当社グループの企業価値・株主共同の利益を損なうものではなく、むしろその利益に資するもので

あると考える。 

　さらに、本プランの発効・継続が当社株主の承認を条件としており、当社株主が望めば本プランの

廃止も可能であることは、本プランが当社グループの企業価値・株主共同の利益を損なわないこと

を担保していると考えられる。 
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３．本プランが当社役員の地位の維持を目的とするものではないこと 

本プランは、不適切な大量買付行為に対して、当社取締役会が対抗措置を発動する場合を事前かつ

詳細に開示しており、当社取締役会による対抗措置の発動は本プランの規定に従って行われる。当社

取締役会は単独で本プランの発効を行うことはできず、当社株主の承認を要する。 

また、大量買付行為に関して当社取締役会が評価、検討、代替案の提示、大量買付者との交渉又は対

抗措置の発動を行う際には、外部の専門家等からの助言を得ると共に、当社経営陣から独立した３名

以上の委員により構成される特別委員会の勧告を最大限尊重するものとし、特別委員会は、当社取締

役の利益を図ることを目的とした助言・勧告を行ってはならないこととしている。このように本プ

ランには、当社取締役会による適正な運用を担保するための手続も盛り込まれている。 

　以上から、本プランが当社役員の地位の維持を目的とするものではないことは明らかであると考え

ている。 
　

Ⅵ．その他

　
１．本プランの継続決定に至る経緯

本プランは、平成21年4月27日開催の当社取締役会において、平成21年6月23日開催の当社第115期

定時株主総会における承認を条件として、従前のものを見直した上で継続することを決定し、当該定

時株主総会において承認され、継続した。 
　
２．本プランの有効期間等

本プランの有効期間は、平成21年6月23日開催の当社第115期定時株主総会終結時から平成22年6月

30日までに開催される第116期定時株主総会終結の時までとする。但し、第116期定時株主総会におい

て本プランの継続が承認された場合、かかる有効期間は次期の定時株主総会終結の時まで延長され

るものとする。 

　本プランの有効期間の満了前であっても、取締役会の決議によって本プランを廃止することができ

る。また、有効期間中に本プランの基本的考え方に反しない範囲内で、買収防衛策に関する法改正や

証券取引所規則の改正等を踏まえ、必要に応じて本プランを見直すことがある。当社は、本プランが

継続、廃止又は変更された場合には速やかに開示する。 

　

※１　特別委員会の概要

　

　 (1) 特別委員会規則の概要

　
・特別委員会は当社取締役会の決議により設置される。

　
・特別委員会の委員(以下、「委員」という。)は３名以上とし、当社及び当社の業務を執行する取

締役から独立した社外取締役、社外監査役及び外部の有識者の中から取締役会が選任する。
　

・委員の任期は１年間とする。但し、期間終了の１か月前までに当社又は委員から相手方に別段

の書面による通知をしない限り、更に１年間自動的に延長されるものとする。
　

・特別委員会は、取締役会の諮問を受けて、以下の各号に記載される事項について審査し、その結

果を当社取締役会に助言又は勧告する。当社取締役会は、特別委員会の勧告を最大限尊重して、

対抗措置に関する決定を行うものとする。 

なお、各委員及び当社各取締役は、こうした決定にあたっては、当社グループの企業価値及び株

主共同の利益に資するか否かの観点からのみこれを行い、自己又は取締役その他の個人的利益

を図ることを目的としてはならない。

①対抗措置の発動の可否

　②取締役会が予定する対抗措置の当否

　③対抗措置の中止の要否

　④前三号に準じる重要な事項

　⑤その他、取締役会が特別委員会に諮問した事項
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・特別委員会は、必要があると判断したときは、当社の費用負担により、ファイナンシャル・アド

バイザー、公認会計士、弁護士その他の専門家の意見を求めることができる。
　

・特別委員会は、原則として、委員全員が出席して開催するものとする。但し、委員に事故あると

きその他やむを得ない事由があるときは、委員総数の過半数の出席により開催することができ

る。
　

・特別委員会の決議は、委員総数の過半数に相当する委員の同意をもってこれを行う。

　

　 (2) 特別委員会委員

　
矢嶋 英敏 株式会社島津製作所相談役

加護野 忠男 神戸大学大学院経営学研究科教授

伊藤 邦雄 当社社外取締役

中門 弘 当社社外監査役

夏住 要一郎 当社社外監査役
　

　

※２　新株予約権の概要

　

　 (1) 新株予約権付与の対象となる株主及びその発行条件

当社取締役会で定め公告する基準日における最終の株主名簿に記録された当社以外の株主に対

し、その所有株式１株につき１個の割合で新株予約権を無償で割当てる。
　

　 (2) 新株予約権の目的である株式の種類及び数

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権１個当たりの目的である株

式の数(以下「対象株式数」という。)は１株とする。但し、当社が株式分割又は株式併合を行う場合

は、所要の調整を行うものとする。また、当社の発行済株式総数の変更により、対象株式数の調整を

行うことがある。
　

　 (3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は１円を下限として当社株式の１株の時価

の２分の１の金額を上限とする金額の範囲内で当社取締役会が定める額とする。
　

　 (4) 新株予約権の行使条件

議決権割合が20％以上の特定株主グループに属する者(但し、あらかじめ当社取締役会が同意し

た者を除く。)でないこと等を行使の条件として定める。詳細については、当社取締役会において別

途定める。
　

　 (5) 新株予約権の譲渡制限

新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。
　

　 (6) 当社による新株予約権の取得

当社は、行使期間開始日の前日までの間いつでも、当社が新株予約権を取得することが適切であ

ると当社取締役会が認める場合には、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、全ての新株予

約権を無償で取得することができる。なお、上記(4)の行使条件のため新株予約権の行使が認められ

ない者以外の者が有する新株予約権を当社が取得し、新株予約権１個につき対象株式数の当社株式

を交付することができる旨の条項を定めることがある。詳細については、当社取締役会において別

途定める。
　

　 (7) 新株予約権の行使期間等

新株予約権の行使期間その他の必要な事項については、当社取締役会が別途定めるものとする。
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(4) 研究開発活動

  当第３四半期連結会計期間における当社グループ(当社及び連結子会社)全体の研究開発費は45,199百

万円である。 

  平成21年10月1日付にて、国内の研究開発体制を一部見直し、ＡＶ関連商品の研究開発を行うＡＶシス

テム開発本部を新設した。

　それにより、研究開発体制は、基礎・応用研究開発及び先端ディスプレイの研究開発を担当する研究開

発本部(基盤技術研究所など７研究所、プラットフォーム開発センターなど２開発センター及びＤＣエコ

ハウス推進センター)、生産技術を担当する生産技術開発推進本部(先端工法開発センターなど４開発セ

ンター)、ソーラー関連の研究開発を行うソーラーシステム開発本部(プロセス技術開発センターなど２

開発センター)、新設のＡＶシステム開発本部(商品開発センターなど２開発センター)、さらには各事業

本部に所属する目的別開発センター(要素技術開発センターなど８開発センター)、具体的な製品設計を

担当する事業部技術部、全社横断的な技術・商品開発を推進するプロジェクトチームからなる体制とし

ている。

　一方、海外については、現地の優秀な人材の活用とインフラやニーズに対応した開発を行う目的で、６カ

所の研究開発拠点(英国、米国他)を設け、グローバルな開発体制の下、密接な連携・協力関係を保ち、先進

技術の研究開発を効率的に進めている。 
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

国内子会社

当第３四半期連結会計期間において、当社の連結子会社であるシャープディスプレイプロダクト㈱が

平成21年10月に稼動を開始し、同社の設備が新たに当社グループ(当社及び連結子会社)の主要な設備と

なった。当第３四半期連結会計期間末における詳細は以下のとおりである。

(平成21年12月31日現在)

会社名
(所在地)

事業の種類別
セグメントの
名称

設備の内容

帳簿価額(百万円) 従業
員数
(人)

建物及び
構築物

機械装置
及び運搬具

土地
(面積千㎡)

その他 合計

シャープディスプレイプロダク
ト㈱
(堺市堺区)

電子部品等
液晶ディスプレ
イ生産設備

53,30891,040 0 4,536148,884560

(注) １　帳簿価額には、建設仮勘定を含んでいない。

２　上記の金額には、消費税等は含まれていない。

３　主要な設備のうち連結会社以外から賃借している設備の内容は、下記のとおりである。　 

会社名
(所在地)

事業の種類別
セグメントの
名称

設備の内容
年間リース料

(百万円)

リース契約残高

(百万円)

シャープディスプレイプロダク
ト㈱
(堺市堺区)

電子部品等
液晶ディスプレ
イ生産設備

2,450 43,173

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当社グループ(当社及び連結子会社)は、多種多様な事業を国内外で行っており、設備の新設、除却等の

計画は、事業の種類別セグメントごとの数値を開示する方法によっている。

　

①前四半期連結会計期間末において実施中又は計画中であった重要な設備の新設、拡充等のうち、当第３

四半期連結会計期間において完了したものは次のとおりである。

（単位：百万円）

事業の種類別

セグメントの名称
金額 完了年月 主な目的

エレクトロニクス機器 5,593平成21年12月
栃木工場、八尾工場、奈良工場等における製造
及び研究開発諸設備の増強、合理化並びに拡
充

電子部品等 153,001平成21年12月

天理工場、福山工場、三重工場、亀山工場、大阪
府堺市の液晶・太陽電池工場等における製造
及び研究開発諸設備の新設、増強、合理化並び
に拡充

エレクトロニクス機器及び

電子部品等
1,463平成21年12月

基盤技術研究所等における研究開発設備の拡
充及び本社、東京支社等の管理・販売並びに
流通部門における設備の拡充

合計 160,057─── ───

(注) １　賃貸営業用資産を含む。

２　上記の金額には、消費税等は含まれていない。

　

②当第３四半期連結会計期間に新たに確定した重要な設備の新設、拡充、除却等の計画はない。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 2,500,000,000

計 2,500,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類

第３四半期会計期間末

現在発行数(株)

(平成21年12月31日)

提出日現在発行数(株)

(平成22年２月12日)

上場金融商品取引所名

又は登録認可金融商品

取引業協会名

内容

普通株式 1,110,699,8871,110,699,887

東京(市場第一部)、
大阪(市場第一部)、
名古屋(市場第一部)、
福岡、札幌

完全議決権株式であり、権
利内容に何ら限定のない
当社における標準となる
株式。単元株式数は1,000
株である。

計 1,110,699,8871,110,699,887－ －

(注)  提出日現在の発行数には、平成22年２月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行さ

れた株式数は含まれていない。
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(2) 【新株予約権等の状況】

　

当社は、会社法に基づき新株予約権付社債を平成18年10月17日に発行している。

　
第３四半期会計期間末現在

(平成21年12月31日)

新株予約権の数(個) 199,997

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)       0

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

単元株式数は1,000株である。

新株予約権の目的となる株式の数(株) （注）１

新株予約権の行使時の払込金額(円) （注）２

新株予約権の行使期間
  平成18年11月１日～

平成25年９月27日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)

発行価格        （注）３
資本組入額      （注）４

新株予約権の行使の条件
各本新株予約権の一部については、行使請求することが
できない。

新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権付社債は会社法第254条第２項本文及び第
３項本文の定めにより本新株予約権または本社債の一
方のみを譲渡することはできない。

代用払込みに関する事項
本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係
る本社債の全部を出資するものとし、当該本社債の価額
は、その払込金額と同額とする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）５

新株予約権付社債の残高(百万円) 202,675

(注) １  行使請求に係る本社債の合計額を下記転換価額(ただし、転換価額が調整された場合は調整後の転換価額)で

除して得られる数とする。この場合に１株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行

わない。なお、下記転換価額で算出される新株予約権の目的となる株式の数の最大整数は、第３四半期会計期

間末現在79,018,964株である。

２  ①本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債の全部を出資するものとし、当該本社債

の価額は、その払込金額と同額とする。

②本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するにあたり用いられる当社普通株式１株

当たりの価額(以下「転換価額」という。)は、第３四半期会計期間末現在金2,531円である。

なお、本新株予約権付社債の発行後、時価を下回る払込金額をもって当社の普通株式を交付する場合にお

いて当社の普通株式数に変更を生じる場合または変更を生ずる可能性がある場合には、次に定める算式を

もって転換価額を調整する。 

　 　 　 　 既 発 行
＋
交付株式数 × １株当たりの払込金額

調整後
＝
調整前

×
株 式 数 時    価

転換価額 転換価額 既発行株式数＋交付株式数

また、当社の普通株式の株式分割、当社の普通株式に対する普通株式の無償割当て、時価を下回る価額を

もって当社の普通株式を交付する定めがある取得請求権付株式または時価を下回る価額をもって当社の

普通株式の交付を受けることができる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の発行、当

社の発行した取得条項付株式または取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の

取得と引換えに時価を下回る価額をもって当社の普通株式の交付をする場合等にも、転換価額を調整す

る。

３  本新株予約権の行使により発行する当社普通株式１株の発行価格は、各社債権者が行使請求のために提出し

た本社債の発行価額の総額を、新株予約権の目的となる株式の数で除して得られる金額となる。

４  本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるとこ

ろに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合

は、その端数を切り上げるものとする。
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５  ①当社は、当社が消滅会社となる合併、吸収分割、新設分割、当社が完全子会社となる株式交換または株式移

転(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合(ただし、普通株式が当社の株主に交付さ

れる場合に限る。)には、本社債の繰上償還を行う場合を除き、当該組織再編成行為の効力発生日の直前に

おいて残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、次の1)乃至5)に定める株式会社(以下「承継会社

等」という。)の新株予約権(以下「承継新株予約権」という。)を交付するものとし、その条件は本(注)５

②に定める。この場合、当該組織再編成行為の効力発生日において、本新株予約権は消滅し、本社債に係る

債務は承継会社等に承継され、本新株予約権の新株予約権者は承継新株予約権の新株予約権者となる。た

だし、吸収分割または新設分割を行う場合は、承継会社等がその効力発生日の直前において残存する本新

株予約権の新株予約権者に対して承継新株予約権を交付し、承継会社等が本社債に係る債務を承継する旨

を吸収分割契約または新設分割計画において定めた場合に限る。

1)合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)  合併後存続する株式会社または合併により設立する株

式会社

2)吸収分割  当社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社

3)新設分割  新設分割により設立する株式会社

4)株式交換  株式交換完全親株式会社

5)株式移転  株式移転設立完全親株式会社

②承継新株予約権の内容は次に定めるところによる。

1)新株予約権の数

組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の数と同一の数とする。

2)承継新株予約権の目的である株式の種類

承継会社等の普通株式とする。

3)承継新株予約権の目的である株式の数の算定方法

行使請求に係る承継された社債の払込金額の合計額を次の4)に定める転換価額で除して得られる数と

する。この場合に１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。

4)転換価額

転換価額は、組織再編成行為の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権者が得

られるのと同等の経済的価値を、組織再編成行為の効力発生日の直後に承継新株予約権を行使したとき

に受領できるように定めるものとする。

5)承継新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額

承継新株予約権の行使に際しては、承継された社債の全部を出資するものとし、当該社債の価額は、本社

債の払込金額と同額とする。

6)承継新株予約権を行使することができる期間

組織再編成行為の効力発生日（当社が、本新株予約権の行使を停止する期間（当該期間は１ヶ月を超

えないものとする。）その他必要な事項をあらかじめ書面により社債管理者に通知し、かつ、当該期間

の開始日の１ヶ月前までに必要な事項を公告することで、本新株予約権の行使を停止する場合には、

当該組織再編成行為の効力発生日または当該停止期間の末日の翌銀行営業日のうちいずれか遅い

日）から本新株予約権の行使請求期間の満了日までとする。

7)その他の承継新株予約権の行使の条件

各承継新株予約権の一部については、行使請求することができない。

8)承継新株予約権の取得事由

取得事由は定めない。
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(3) 【ライツプランの内容】

該当事項なし。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日

発行済株式

総数増減数

(千株)

発行済株式

総数残高

(千株)

資本金増減額

 

(百万円)

資本金残高

 

(百万円)

資本準備金

増減額

(百万円)

資本準備金

残高

(百万円)

平成21年12月31日 － 1,110,699 － 204,675 － 261,415

　

(5) 【大株主の状況】

大量保有報告書の写しの送付がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握

していない。

　

(6) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認

できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成21年９月30日)に基づく

株主名簿による記載をしている。

① 【発行済株式】

平成21年12月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 　 － － －

議決権制限株式（自己株式等） 　 － － －

議決権制限株式（その他） 　 － － －

完全議決権株式（自己株式等）

(自己保有株式) 　
権利内容に何ら限定のない当
社における標準となる株式普通株式 10,252,000 －

(相互保有株式) 　 　

普通株式 75,000 － 同上

完全議決権株式（その他） 普通株式 1,095,686,0001,095,686 同上

単元未満株式 普通株式 4,686,887 － 同上

発行済株式総数 　 1,110,699,887 － －

総株主の議決権 　 － 1,095,686 －

(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が526株含まれている。

　

② 【自己株式等】

平成21年12月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計(株)

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合(％)

（自己保有株式） 　 　 　 　 　

シャープ株式会社 大阪市阿倍野区長池町

22番22号

10,252,000 0 10,252,000 0.92

（相互保有株式） 　 　 　 　 　

カンタツ株式会社 栃木県矢板市片岡
1150番地23

65,000 0 65,000 0.01

シャープタカヤ電子
工業株式会社

岡山県浅口郡里庄町
大字里見3121番地の１

10,000 0 10,000 0.00

計 － 10,327,000 0 10,327,000 0.93
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２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成21年

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高(円) 1,1461,1051,1311,0641,1191,1101,0501,0471,187

最低(円) 771 989 968 854 1,027 972 933 946 983

(注)　最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部による。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりである。

(1) 新任役員

　該当事項なし。

　

(2) 退任役員

　該当事項なし。

　

(3) 役職の異動

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

代表取締役兼副社長執行役員

ＡＶシステム事業統轄

代表取締役兼副社長執行役員

商品事業担当
松 本 雅 史 平成21年10月１日

代表取締役兼副社長執行役員

経営管理担当兼ソーラー事業担当

兼グリーンフロント堺担当

代表取締役兼副社長執行役員

経営管理担当兼ソーラー事業担当

兼堺コンビナート担当

濱 野 稔 重 平成21年10月１日
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第５ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成している。

なお、前第３四半期連結会計期間(平成20年10月１日から平成20年12月31日まで)及び前第３四半期連結

累計期間(平成20年４月１日から平成20年12月31日まで)は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当

第３四半期連結会計期間(平成21年10月１日から平成21年12月31日まで)及び当第３四半期連結累計期間

(平成21年４月１日から平成21年12月31日まで)は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成して

いる。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第３四半期連結会計期間(平成20年10月１

日から平成20年12月31日まで)及び前第３四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年12月31日ま

で)に係る四半期連結財務諸表並びに当第３四半期連結会計期間(平成21年10月１日から平成21年12月31日

まで)及び当第３四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年12月31日まで)に係る四半期連結財

務諸表について、あずさ監査法人による四半期レビューを受けている。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

当第３四半期
連結会計期間末

(平成21年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 339,591 336,937

受取手形及び売掛金 448,457 345,703

たな卸資産 ※１
 420,826

※１
 399,985

その他 193,833 224,512

貸倒引当金 △5,101 △5,175

流動資産合計 1,397,606 1,301,962

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 785,391 692,894

機械装置及び運搬具 1,685,402 1,590,838

工具、器具及び備品 393,367 384,903

その他 190,287 239,081

減価償却累計額 △1,999,994 △1,875,641

有形固定資産合計 1,054,453 1,032,075

無形固定資産 75,932 83,324

投資その他の資産 ※２
 307,247

※２
 267,836

固定資産合計 1,437,632 1,383,235

繰延資産 4,633 3,524

資産合計 2,839,871 2,688,721

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 555,857 446,866

短期借入金 103,420 61,477

1年内償還予定の社債 30,588 1,502

コマーシャル・ペーパー 202,639 335,426

賞与引当金 14,776 25,533

その他の引当金 14,397 14,404

その他 321,856 304,761

流動負債合計 1,243,533 1,189,969

固定負債

社債 225,035 104,818

新株予約権付社債 202,676 203,211

長期借入金 73,056 100,046

引当金 6,128 6,468

その他 39,798 35,762

固定負債合計 546,693 450,305

負債合計 1,790,226 1,640,274
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(単位：百万円)

当第３四半期
連結会計期間末

(平成21年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 204,676 204,676

資本剰余金 268,534 268,538

利益剰余金 637,855 664,924

自己株式 △13,786 △13,740

株主資本合計 1,097,279 1,124,398

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 6,015 △1,946

繰延ヘッジ損益 △568 △9,142

為替換算調整勘定 △73,618 △74,196

評価・換算差額等合計 △68,171 △85,284

少数株主持分 20,537 9,333

純資産合計 1,049,645 1,048,447

負債純資産合計 2,839,871 2,688,721

EDINET提出書類

シャープ株式会社(E01773)

四半期報告書

24/46



(2)【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年12月31日)

売上高 2,297,581 2,024,044

売上原価 1,868,178 1,655,511

売上総利益 429,403 368,533

販売費及び一般管理費 ※１
 394,508

※１
 345,939

営業利益 34,895 22,594

営業外収益

受取利息 4,500 1,701

固定資産賃貸料 9,431 9,394

その他 12,362 6,509

営業外収益合計 26,293 17,604

営業外費用

支払利息 5,278 4,988

コマーシャル・ペーパー利息 1,648 558

固定資産賃貸費用 － 7,147

その他 32,574 21,906

営業外費用合計 39,500 34,599

経常利益 21,688 5,599

特別利益

固定資産売却益 208 237

関係会社株式売却益 18,521 0

特別利益合計 18,729 237

特別損失

固定資産除売却損 4,027 3,026

投資有価証券評価損 43,345 0

たな卸資産評価損 7,639 0

事業構造改革費用 ※２
 22,759

※２
 17,489

独禁法関連損失 ※３
 12,004 0

特別損失合計 89,774 20,515

税金等調整前四半期純損失（△） △49,357 △14,679

法人税、住民税及び事業税 614 7,896

法人税等調整額 △12,711 △14,994

法人税等合計 △12,097 △7,098

少数株主利益 554 1,010

四半期純損失（△） △37,814 △8,591
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【第３四半期連結会計期間】
(単位：百万円)

前第３四半期連結会計期間
(自 平成20年10月１日
　至 平成20年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成21年10月１日
　至 平成21年12月31日)

売上高 735,154 735,360

売上原価 627,864 604,708

売上総利益 107,290 130,652

販売費及び一般管理費 ※１
 123,154

※１
 109,624

営業利益又は営業損失（△） △15,864 21,028

営業外収益

受取利息 1,433 611

固定資産賃貸料 3,310 2,912

為替差益 5,659 0

その他 2,478 1,398

営業外収益合計 12,880 4,921

営業外費用

支払利息 1,749 1,789

コマーシャル・ペーパー利息 625 76

固定資産賃貸費用 － 2,319

その他 10,502 4,191

営業外費用合計 12,876 8,375

経常利益又は経常損失（△） △15,860 17,574

特別利益

固定資産売却益 28 209

特別利益合計 28 209

特別損失

固定資産除売却損 653 797

投資有価証券評価損 43,345 0

事業構造改革費用 ※２
 21,771

※２
 2,841

独禁法関連損失 ※３
 12,004 0

特別損失合計 77,773 3,638

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△93,605 14,145

法人税、住民税及び事業税 △14,117 0

法人税等調整額 △13,742 4,808

法人税等合計 △27,859 4,808

少数株主利益 79 207

四半期純利益又は四半期純損失（△） △65,825 9,130
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △49,357 △14,679

減価償却費 225,654 194,422

受取利息及び受取配当金 △6,094 △2,993

支払利息及びコマーシャル・ペーパー利息 6,926 5,546

固定資産除売却損 4,027 3,026

関係会社株式売却損益（△は益） △18,521 0

投資有価証券評価損益（△は益） 43,345 －

独禁法関連損失 12,004 0

売上債権の増減額（△は増加） △13,820 △95,690

たな卸資産の増減額（△は増加） △94,909 △31,534

仕入債務の増減額（△は減少） △3,743 126,661

その他 △13,978 12,315

小計 91,534 197,074

利息及び配当金の受取額 7,669 3,507

利息の支払額 △7,053 △4,847

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △30,422 5,798

営業活動によるキャッシュ・フロー 61,728 201,532

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △74,001 △39,011

定期預金の払戻による収入 89,029 39,139

連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却に
よる収入

28,278 0

有形固定資産の取得による支出 △215,771 △183,734

有形固定資産の売却による収入 860 1,040

貸付けによる支出 △253,102 △225,772

貸付金の回収による収入 255,152 225,904

その他 △50,377 △22,920

投資活動によるキャッシュ・フロー △219,932 △205,354

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △2,012 3,356

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） 141,071 △132,099

長期借入れによる収入 30,984 796

長期借入金の返済による支出 △21,495 △470

社債の発行による収入 － 154,979

社債の償還による支出 △4,124 △6,317

少数株主からの払込みによる収入 － 10,000

自己株式の取得による支出 △159 △60

配当金の支払額 △28,977 △14,276

その他 5,576 △5,526

財務活動によるキャッシュ・フロー 120,864 10,383
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(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年12月31日)

現金及び現金同等物に係る換算差額 △8,819 △4,464

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △46,159 2,097

現金及び現金同等物の期首残高 339,266 317,358

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 540 228

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 108 69

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物
の増減額（△は減少）

－ 339

現金及び現金同等物の四半期末残高 293,755 320,091
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
　

　

　

当第３四半期連結累計期間

(自　平成21年４月１日

　至　平成21年12月31日)

１　連結の範囲に関す
る事項の変更

連結子会社は57社である。

シャープディスプレイプロダクト㈱については、第１四半期連結会計期間において新たに

設立したため、連結の範囲に含めている。前連結会計年度まで非連結子会社であった

シャープ三重㈱を、第１四半期連結会計期間より、重要性の観点から連結の範囲に含めて

いる。また、シャープ・エレクトロニクス・ベトナム・カンパニー・リミテッドについて

は、第２四半期連結会計期間において新たに設立したため、連結の範囲に含めている。ま

た、シャープ・コーポレーション・メキシコ・エス・エー・デ・シー・ブイについては、

当第３四半期連結会計期間において新たに設立したため、連結の範囲に含めている。一方、

シャープ・マイクロエレクトロニクス・テクノロジー(マレーシア)は清算したため、当第

３四半期連結会計期間より連結の範囲から除外している。

２　持分法の適用に関
する事項の変更

 

非連結子会社１社及び関連会社18社に対する投資について持分法を適用している。

イノシス・コミュニケーション㈱を、第１四半期連結会計期間より、重要性の観点から持

分法適用会社に加えている。また、パイオニアデジタルデザインアンドマニュファクチャ

リング㈱他１社については、当第３四半期連結会計期間において同社株式を取得したた

め、持分法適用会社に加えている。

３　連結子会社の事業
年度等に関する事
項の変更

従来、連結子会社のうち決算日が12月31日である夏普弁公設備(常熟)有限公司他７社につ

いては、同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については

必要な調整を行っていたが、連結財務情報のより適正な開示を図るために、第１四半期連

結会計期間より連結決算日である３月31日に仮決算を行い連結する方法に変更している。

なお、各社の平成21年１月１日から同年３月31日までの損益については、利益剰余金に直

接計上している。

４　会計処理基準に関
する事項の変更

完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用していたが、「工

事契約に関する会計基準」(企業会計基準委員会　平成19年12月27日　企業会計基準第15

号)及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会　平成19年12月

27日　企業会計基準適用指針第18号)を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期

連結会計期間に着手した工事契約から、当第３四半期連結会計期間末までの進捗部分に

ついて成果の確実性が認められる工事については工事進行基準(工事の進捗率の見積り

は原価比例法)を、その他の工事については工事完成基準を適用している。

これによる損益に与える影響は軽微である。

なお、セグメント情報に与える影響は、(セグメント情報)に記載している。
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【表示方法の変更】

　

　

当第３四半期連結累計期間

(自　平成21年４月１日

　至　平成21年12月31日)

(四半期連結損益計算書)

　「固定資産賃貸費用」に

　関する表示

 
(四半期連結キャッシュ・

フロー計算書)

 １　「投資有価証券評価

  損益(△は益)」に関

  する表示

 
 

 ２　「社債の発行による　　

　　　 

　収入」に関する表示

 
 

 
前第３四半期連結累計期間において、営業外費用の「その他」に含めて表示してい

た「固定資産賃貸費用」は、その金額が営業外費用の総額の100分の20を超えたた

め、区分掲記することとした。なお、前第３四半期連結累計期間の金額は、7,493百万

円である。

 
前第３四半期連結累計期間において区分掲記していた「投資有価証券評価損益(△

は益)」(当第３四半期連結累計期間426百万円)は、重要性が低くなったため「営業

活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示することとした。

 
前第３四半期連結累計期間において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の

「その他」に含めて表示していた「社債の発行による収入」は、重要性が増したた

め、区分掲記することとした。なお、前第３四半期連結累計期間の金額は、7,351百万

円である。

　

　

当第３四半期連結会計期間

(自　平成21年10月１日

　至　平成21年12月31日)

(四半期連結貸借対照表)

「1年内償還予定の社

債」に関する表示

 
(四半期連結損益計算書)

　「固定資産賃貸費用」に

　関する表示

 
 

 

前第３四半期連結会計期間において、流動負債の「その他」に含めて表示していた

「1年内償還予定の社債」は、重要性が増したため、区分掲記することとした。なお、

前第３四半期連結会計期間の金額は、5,636百万円である。

 
前第３四半期連結会計期間において、営業外費用の「その他」に含めて表示してい

た「固定資産賃貸費用」は、その金額が営業外費用の総額の100分の20を超えたた

め、区分掲記することとした。なお、前第３四半期連結会計期間の金額は、2,510百万

円である。
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【簡便な会計処理】

　
　

　

　

当第３四半期連結累計期間

(自　平成21年４月１日

　至　平成21年12月31日)

1 　たな卸資産の評価方法

 
当第３四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関して、実地たな卸を省略し第２

四半期連結会計期間末に係る実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算定し

ている。

 

2 　原価差異の配賦方法

 
予定原価を適用しているために原価差異が生じた場合、当該原価差異のたな卸資産

と売上原価への配賦を年度決算と比較して簡便的に実施している。

 

3 　固定資産の減価償却費

　　の算定方法
減価償却の方法として定率法を採用している場合に、連結会計年度に係る減価償却

費を期間按分して算定している。

 

4 　法人税等の算定方法 法人税等の納付税額の算定に関して、加味する加減算項目や税額控除を重要なもの

に限定している。

　

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

　　当第３四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日）

　　　該当事項なし。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末

(平成21年12月31日)

前連結会計年度末

(平成21年３月31日)

※１　たな卸資産の内訳は、次のとおりである。

 製品 168,424

　 仕掛品 162,516

　 原材料及び貯蔵品 89,886

　 合計 420,826

※１　たな卸資産の内訳は、次のとおりである。

　 製品 179,629

　 仕掛品 148,482

　 原材料及び貯蔵品 71,874

　 合計 399,985

 

※２　資産の金額から直接控除している貸倒引当金

　　　の額

　　　投資その他の資産 750

 

※２　資産の金額から直接控除している貸倒引当金

　　　の額

　　　投資その他の資産 775

 

　３　偶発債務

　　　　保証債務

　３　偶発債務

　　　　保証債務

　 　従業員住宅資金借入に対する
　保証

28,640

　 　銀行借入に対する保証 　

　 　関西リサイクルシステムズ
　㈱

100

　 　小計 100

　 合計 28,740

　

　 　従業員住宅資金借入に対する
　保証

27,201

　 　銀行借入に対する保証 　

　 　関西リサイクルシステムズ
　㈱

150

　 　小計 150

　 合計 27,351

　

 ４　その他

ＴＦＴ液晶事業に関し、欧州委員会競争総局等

による調査を受けており、また、北米・欧州に

おいて損害賠償を求める民事訴訟が提起され

ている。

なお、公正取引委員会から排除措置命令及び課

徴金納付命令を受けたが、審判開始請求を行い

審判手続きが係属中である。

　４　その他

ＴＦＴ液晶事業に関し、欧州委員会競争総局等

による調査を受けており、また、北米において

損害賠償を求める民事訴訟が提起されている。

なお、米国司法省による調査は、罰金を支払う

などに合意した。また、公正取引委員会から排

除措置命令及び課徴金納付命令を受けている。
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(四半期連結損益計算書関係)

第３四半期連結累計期間

　　　　(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間

(自　平成20年４月１日

　至　平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　平成21年４月１日

　至　平成21年12月31日)

※１　販売費及び一般管理費

　　　主要な費目の内訳

貸倒引当金繰入額 848

従業員給料及び諸手当 90,671

(うち、賞与引当金繰入額) (6,741)

研究開発費 38,084

(うち、賞与引当金繰入額) (1,250)

その他の引当金繰入額 14,160

 

※２　液晶パネル工場等の再編に係るものである(減損損

失含む)。

 

 

 
※３　ＴＦＴ液晶事業に係わる米国司法省との合意に基

づく罰金等である。

 

※１　販売費及び一般管理費

　　　主要な費目の内訳

貸倒引当金繰入額 358

従業員給料及び諸手当 85,311

(うち、賞与引当金繰入額) (6,178)

研究開発費 30,523

(うち、賞与引当金繰入額) (1,125)

その他の引当金繰入額 17,533

 

※２　液晶パネル工場等の再編に係るものであり、主とし

て各工場において生産品目の最適化や生産の集約

を行うために休止した固定資産の維持管理費用で

ある。

 

　３　　　　         ―――

 

　

第３四半期連結会計期間

　　　　(単位：百万円)

前第３四半期連結会計期間

(自　平成20年10月１日

　至　平成20年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(自　平成21年10月１日

　至　平成21年12月31日)

※１　販売費及び一般管理費

　　　主要な費目の内訳

貸倒引当金繰入額 564

従業員給料及び諸手当 28,895

(うち、賞与引当金繰入額) (5,765)

研究開発費 11,323

(うち、賞与引当金繰入額) (1,021)

その他の引当金繰入額 10,405

 

※２　液晶パネル工場等の再編に係るものである(減損損

失含む)。

 

 

 
※３　ＴＦＴ液晶事業に係わる米国司法省との合意に基

づく罰金等である。

 

※１　販売費及び一般管理費

　　　主要な費目の内訳

貸倒引当金繰入額 204

従業員給料及び諸手当 28,346

(うち、賞与引当金繰入額) (5,353)

研究開発費 9,806

(うち、賞与引当金繰入額) (960)

その他の引当金繰入額 12,436

 

※２　液晶パネル工場等の再編に係るものであり、主とし

て各工場において生産品目の最適化や生産の集約

を行うために休止した固定資産の維持管理費用で

ある。

 

　３　　　　         ―――
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　　　　（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　平成20年４月１日

　至　平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　平成21年４月１日

　至　平成21年12月31日)

現金及び現金同等物の当第３四半期連結累計期間末残
高と当第３四半期連結貸借対照表に掲記されている科
目の金額との関係

(平成20年12月31日現在)

現金及び現金同等物の当第３四半期連結累計期間末残
高と当第３四半期連結貸借対照表に掲記されている科
目の金額との関係

(平成21年12月31日現在)

　

現金及び預金勘定 328,254

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △34,499

現金及び現金同等物 293,755

　

　

現金及び預金勘定 339,591

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △19,500

現金及び現金同等物 320,091
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(株主資本等関係)

当第３四半期連結会計期間末（平成21年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　

至平成21年12月31日）

１　発行済株式の種類及び総数

　普通株式 1,110,699千株

　

２　自己株式の種類及び株式数

　普通株式 10,268千株

　

３　新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権の

目的となる

株式の種類

新株予約権の

目的となる

株式の数(株)

当第３四半期

連結会計期間末残高

(百万円)

提出会社

第20回無担保転換社
債型新株予約権付社
債(平成18年10月17日
発行)に付された新株
予約権

普通株式 79,018,964 ―

(注) １　新株予約権の目的となる株式の数は、当第３四半期連結会計期間末における転換価額で算出される最大整数であ

る。

２　上表の新株予約権は、すべて権利行使可能なものである。

　

４　配当に関する事項

 配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額
１株当たり

配当額
基準日 効力発生日 配当の原資

平成21年６月23日
定時株主総会

普通株式 7,703百万円 ７円 平成21年３月31日平成21年６月24日利益剰余金

平成21年10月29日
取締役会

普通株式 7,703百万円 ７円 平成21年９月30日平成21年12月１日利益剰余金
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

　

　

前第３四半期連結会計期間

(自　平成20年10月１日

  至　平成20年12月31日)

エレクトロ

ニクス機器

(百万円)

電子部品等

(百万円)

計

(百万円)

消去又は全社

(百万円)

連結

(百万円)

売上高 　 　 　 　 　

(1)外部顧客に対する売上高 501,534 233,620 735,154 － 735,154

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高

2,322 119,318 121,640(121,640) －

計 503,856 352,938 856,794(121,640)735,154

営業利益又は営業損失(△) △18,592 1,506 △17,086 1,222 △15,864

　

　

当第３四半期連結会計期間

(自　平成21年10月１日

  至　平成21年12月31日)

エレクトロ

ニクス機器

(百万円)

電子部品等

(百万円)

計

(百万円)

消去又は全社

(百万円)

連結

(百万円)

売上高 　 　 　 　 　

(1)外部顧客に対する売上高 510,066 225,294 735,360 － 735,360

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高

4,122 119,653 123,775(123,775) －

計 514,188 344,947 859,135(123,775)735,360

営業利益 14,002 4,493 18,495 2,533 21,028

　

　

前第３四半期連結累計期間

(自　平成20年４月１日

  至　平成20年12月31日)

エレクトロ

ニクス機器

(百万円)

電子部品等

(百万円)

計

(百万円)

消去又は全社

(百万円)

連結

(百万円)

売上高 　 　 　 　 　

(1)外部顧客に対する売上高 1,494,831802,7502,297,581 － 2,297,581

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高

6,280 462,172 468,452(468,452) －

計 1,501,1111,264,9222,766,033(468,452)2,297,581

営業利益 651 34,086 34,737 158 34,895

　

　

当第３四半期連結累計期間

(自　平成21年４月１日

  至　平成21年12月31日)

エレクトロ

ニクス機器

(百万円)

電子部品等

(百万円)

計

(百万円)

消去又は全社

(百万円)

連結

(百万円)

売上高 　 　 　 　 　

(1)外部顧客に対する売上高 1,388,037636,0072,024,044 － 2,024,044

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高

12,064 336,153 348,217(348,217) －

計 1,400,101972,1602,372,261(348,217)2,024,044

営業利益 18,040 4,676 22,716 (122) 22,594
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(注) １　事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品の名称

(1) 事業区分の方法

事業区分は、製品の製造及び販売方法の共通性により区分している。

(2) 各区分に属する主要な製品の名称

事業区分 主要製品名

エレクトロニクス機器

液晶カラーテレビ、カラーテレビ、プロジェクター、ＤＶＤレコーダー、

ブルーレイディスクレコーダー、モバイルコミュニケーション端末、

携帯電話機、冷蔵庫、電子レンジ、エアコン、洗濯機、空気清浄機、

プラズマクラスターイオン発生機、パーソナルコンピュータ、電子辞書、

電卓、ファクシミリ、液晶カラーモニター、

デジタル複合機等の電子・電気機器

電子部品等

ＴＦＴ液晶ディスプレイモジュール、

デューティー液晶ディスプレイモジュール、

システム液晶ディスプレイモジュール、結晶太陽電池、薄膜太陽電池、

ＣＣＤ・ＣＭＯＳイメージャ、液晶用ＬＳＩ、マイコン、複合メモリ、

衛星放送用部品、高周波モジュール、半導体レーザ、ＬＥＤ、

光ピックアップ、光センサ、光通信用部品等の電子部品

２　請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用していたが、「工事契約に関する会計

基準」(企業会計基準委員会　平成19年12月27日　企業会計基準第15号)及び「工事契約に関する会計基準の

適用指針」(企業会計基準委員会　平成19年12月27日　企業会計基準適用指針第18号)を第１四半期連結会計

期間より適用し、第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第３四半期連結会計期間末までの進

捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例

法)を、その他の工事については工事完成基準を適用している。これによる損益に与える影響は軽微である。
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【所在地別セグメント情報】

　

　

前第３四半期連結会計期間

（自　平成20年10月１日

    至　平成20年12月31日）

日本

(百万円)

米州

(百万円)

欧州

(百万円)

中国

(百万円)

その他

(百万円)

計

(百万円)

消去又は

全社

(百万円)

連結

(百万円)

売上高 　 　 　 　 　 　 　 　

(1)外部顧客に対する売上高 428,685101,274106,15269,08129,962735,154 － 735,154

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高

199,4061,005 885 113,05151,646365,993(365,993)－

計 628,091102,279107,037182,13281,6081,101,147(365,993)735,154

営業利益又は営業損失(△) △11,233△10,8551,434 2,506 238△17,9102,046△15,864

　

　

当第３四半期連結会計期間

（自　平成21年10月１日

    至　平成21年12月31日）

日本

(百万円)

米州

(百万円)

欧州

(百万円)

中国

(百万円)

その他

(百万円)

計

(百万円)

消去又は

全社

(百万円)

連結

(百万円)

売上高 　 　 　 　 　 　 　 　

(1)外部顧客に対する売上高 468,68973,411107,17547,63438,451735,360 － 735,360

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高

153,6985,061 577 85,09844,237288,671(288,671)－

計 622,38778,472107,752132,73282,6881,024,031(288,671)735,360

営業利益又は営業損失(△) 12,326△584 1,398 2,670 1,63317,4433,58521,028

　

　

前第３四半期連結累計期間

（自　平成20年４月１日

    至　平成20年12月31日）

日本

(百万円)

米州

(百万円)

欧州

(百万円)

中国

(百万円)

その他

(百万円)

計

(百万円)

消去又は

全社

(百万円)

連結

(百万円)

売上高 　 　 　 　 　 　 　 　

(1)外部顧客に対する売上高1,304,717360,479360,648166,364105,3732,297,581－ 2,297,581

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高

683,8274,811 2,561336,450151,0921,178,741(1,178,741)－

計 1,988,544365,290363,209502,814256,4653,476,322(1,178,741)2,297,581

営業利益又は営業損失(△) 22,556△6,612 8,339 6,455 4,20034,938 (43) 34,895

　

　

当第３四半期連結累計期間

（自　平成21年４月１日

    至　平成21年12月31日）

日本

(百万円)

米州

(百万円)

欧州

(百万円)

中国

(百万円)

その他

(百万円)

計

(百万円)

消去又は

全社

(百万円)

連結

(百万円)

売上高 　 　 　 　 　 　 　 　

(1)外部顧客に対する売上高1,275,649229,475273,026145,033100,8612,024,044－ 2,024,044

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高

441,6208,072 1,782251,810134,030837,314(837,314)－

計 1,717,269237,547274,808396,843234,8912,861,358(837,314)2,024,044

営業利益又は営業損失(△) △5,372△1,588 4,351 7,968 5,10710,46612,12822,594
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(注) １　国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。

２　本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) 米州………米国、カナダ

(2) 欧州………ドイツ、イタリア、イギリス、フランス、スウェーデン

(3) その他……アジア、大洋州、中近東

３　請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用していたが、「工事契約に関する会計

基準」(企業会計基準委員会　平成19年12月27日　企業会計基準第15号)及び「工事契約に関する会計基準の

適用指針」(企業会計基準委員会　平成19年12月27日　企業会計基準適用指針第18号)を第１四半期連結会計

期間より適用し、第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第３四半期連結会計期間末までの進

捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例

法)を、その他の工事については工事完成基準を適用している。これによる損益に与える影響は軽微である。
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【海外売上高】

　

　

前第３四半期連結会計期間

（自　平成20年10月１日

    至　平成20年12月31日）

米州 欧州 中国 その他 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 111,539 109,866 127,710 44,625 393,740

Ⅱ　連結売上高(百万円) 　 　 　 　 735,154

Ⅲ　連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

15.2 14.9 17.4 6.1 53.6

　

　

当第３四半期連結会計期間

（自　平成21年10月１日

    至　平成21年12月31日）

米州 欧州 中国 その他 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 76,446 108,791 89,030 52,992 327,259

Ⅱ　連結売上高(百万円) 　 　 　 　 735,360

Ⅲ　連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

10.4 14.8 12.1 7.2 44.5

　

　

前第３四半期連結累計期間

（自　平成20年４月１日

    至　平成20年12月31日）

米州 欧州 中国 その他 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 400,818 381,749 338,916 155,8511,277,334

Ⅱ　連結売上高(百万円) 　 　 　 　 2,297,581

Ⅲ　連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

17.4 16.6 14.8 6.8 55.6

　

　

当第３四半期連結累計期間

（自　平成21年４月１日

    至　平成21年12月31日）

米州 欧州 中国 その他 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 251,120 285,983 267,541 148,591 953,235

Ⅱ　連結売上高(百万円) 　 　 　 　 2,024,044

Ⅲ　連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

12.4 14.1 13.2 7.4 47.1

(注) １　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高である。

２　国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。

３　各区分に属する主な国又は地域

(1) 米州………米国、カナダ、中南米

(2) 欧州………ドイツ、イタリア、イギリス、フランス、スウェーデン

(3) その他……アジア、大洋州、中近東、アフリカ
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(１株当たり情報)

１ １株当たり純資産額

当第３四半期連結会計期間末

(平成21年12月31日)

前連結会計年度末

(平成21年３月31日)

　

１株当たり純資産額 935円19銭

　

　

１株当たり純資産額 944円24銭

　
　 　

　

２  １株当たり四半期純利益又は四半期純損失(△)及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

前第３四半期連結累計期間

(自　平成20年４月１日

  至　平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　平成21年４月１日

  至　平成21年12月31日)

　

１株当たり四半期純損失(△) △34円36銭

　

１株当たり四半期純損失(△) △7円81銭

　
　 　

(注) １ 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在するものの、１株当たり四半期純損失

   であるため記載していない。

２ １株当たり四半期純損失(△)の算定上の基礎は、以下のとおりである。

　

前第３四半期連結累計期間

(自　平成20年４月１日

  至　平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　平成21年４月１日

  至　平成21年12月31日)

 四半期純損失(△)（百万円） △37,814 △8,591

 普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

 普通株式に係る四半期純損失(△)（百万円） △37,814 △8,591

 普通株式の期中平均株式数（千株） 1,100,499 1,100,453
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前第３四半期連結会計期間

(自　平成20年10月１日

  至　平成20年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(自　平成21年10月１日

  至　平成21年12月31日)

 

１株当たり四半期純損失(△) △59円81銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 －

 

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益について
は、潜在株式が存在するものの、１株当たり四半期純損
失であるため記載していない。
 

　

１株当たり四半期純利益 8円30銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 7円75銭
　

　 　

(注) １株当たり四半期純利益又は四半期純損失(△)及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の基礎は、

以下のとおりである。

　

前第３四半期連結会計期間

(自　平成20年10月１日

  至　平成20年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(自　平成21年10月１日

  至　平成21年12月31日)

(1)１株当たり四半期純利益
   又は四半期純損失(△)

　 　

    四半期純利益
  又は四半期純損失(△)（百万円）

△65,825 9,130

    普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

    普通株式に係る四半期純利益
  又は四半期純損失(△)（百万円）

△65,825 9,130

    普通株式の期中平均株式数（千株） 1,100,497 1,100,439

　 　 　

(2)潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 　 　

　  四半期純利益調整額（百万円） － 5

　  (うち社債発行費償却等(税額相当額控除後)
 （百万円)）

－ (5)

　  普通株式増加数（千株） － 79,018

　  (うち新株予約権付社債（千株)） － (79,018)

　

　

(重要な後発事象)

該当事項なし。
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２ 【その他】

平成21年10月29日開催の取締役会において、平成21年９月30日最終の株主名簿(実質株主名簿を含む)に

記載又は記録されている株主又は登録株式質権者に対し、次のとおり第116期中間配当を行うことを決議し

た。

　

①中間配当による配当金の総額 7,703,131,527円

②１株当たりの金額 7円

③支払請求の効力発生日及び支払開始日 平成21年12月１日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項なし。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成21年２月12日

シャープ株式会社

取締役会　御中

　

あずさ監査法人
　

指 定 社 員
業務執行社員 　 公認会計士　　園  木　　    宏　　印

　

指 定 社 員
業務執行社員 　 公認会計士　　北  山　　久  恵　　印

　

指 定 社 員
業務執行社員

　 公認会計士　　三  浦　　　  洋　  印

　

指 定 社 員
業務執行社員 　 公認会計士　　公  江　　祐  輔　　印

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている

シャープ株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間

(平成20年10月１日から平成20年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20

年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四

半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任

は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにあ

る。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、シャープ株式会社及び連結子会社の平成20年

12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経

営成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事

項がすべての重要な点において認められなかった。

　

追記情報

四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されているとおり、第１四半期連

結会計期間より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」を適用し、評価基準については原価法（貸借対照表価

額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定している。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

　　　　　以　上
　

 

(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期　　　　

　　　　　　　　

　報告書提出会社)が別途保管している。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていない。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成22年２月12日

シャープ株式会社

取締役会　御中

　
　

あずさ監査法人

　

指　定　社　員
業務執行社員

　 公認会計士　　北　山　　久　恵　　印

　

指　定　社　員
業務執行社員

　 公認会計士　　後　藤　　研　了　　印

　

指　定　社　員
業務執行社員

　 公認会計士　　公　江　　祐　輔　　印

　

指　定　社　員
業務執行社員

　 公認会計士　　成　本　　弘　治　　印

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている

シャープ株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間

(平成21年10月１日から平成21年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21

年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四

半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任

は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにあ

る。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、シャープ株式会社及び連結子会社の平成21年

12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経

営成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事

項がすべての重要な点において認められなかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

　

以　上
　

 

(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

　報告書提出会社)が別途保管している。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていない。
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